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令和 2 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

分担研究報告書 

 

指定入院医療機関退院後の予後に影響を与える因子の同定に関する研究 

 

研究分担者 竹田 康二  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

本研究は、医療観察法入院処遇対象者の退院後の予後を把握すること、対象者の予後に影響を与え

る要因を検討することを目的としている。 

令和 2 年度は、全国 31の指定入院医療機関と協働し、法務省保護局および保護観察所の協力を得

て予後調査を実施した。医療観察法医療が施行され 15 年が経過した。この間、医療観察法医療体制

も大きく変化した。そこで令和 2年度は、直近 5 年間に通院処遇に移行した対象者に絞って解析

し、近年の通院処遇移行対象者の予後を明らかにすることを目的とした。平成 27 年 7 月 16日から

令和 2 年 7月 15 日の間に指定入院医療機関を退院し通院処遇に移行した対象者のうち本調査に同意

の得られた者は、累計 651 名(男性 475 名、女性 176 名)であった。令和 2 年 7 月 15日時点で、328

名が処遇継続中であり、323 名が処遇終了していた。処遇終了者の平均観察期間は 933 日であった。 

精神科主診断は、F2（統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害）が 518 名（79.6%）、F3

（気分障害）が 73 名（11.2%）、F1（精神作用物質使用による精神および行動の障害）が 36名

（5.5%）であった。対象行為は、殺人（未遂含む）229 名（35.1%）、傷害 225 名（34.5%）、放火（未

遂含む）148名（22.7%）の順であった。 

通院処遇期間中に、「重大な再他害行為」は 7名 7 件認めた。重大な再他害行為の累積発生率は

1.3% /3 年であった。「その他、重大な再他害行為に当たらない比較的軽微な他害行為」は 15名 25

件認められた。「全ての再他害行為（重大＋その他）」は 21 名 32 件認められた。全ての再他害行為

の累積発生率は 4.1% /3 年であった。 

通院処遇期間中に、12名（男性 8名、女性 4名）が死亡していた。死因は自殺が 5 名で最多であ

り、次いで病死が 4 名、事故死が 2 名であった。累積死亡発生率は、2.8% /3 年であった。自殺企図

（未遂を含む）は、13名 13 件に認められ、そのうち死亡（既遂）した者は 5 名であった。自殺企図

の累積発生率は、2.7% /3 年であり、自殺既遂の累積発生率は 1.0% /3 年であった。 

指定入院医療機関退院後の精神保健福祉法入院累積発生率は 33.4% /1 年、46.4% /3 年であった。

また指定入院医療機関退院と同時に精神保健福祉法入院（調整入院）していた者が 90 名であった。 

直近 5 年間に通院処遇に移行した対象者の重大な再他害行為率、死亡率、自殺既遂率、精神保健福

祉法入院率などの主要な予後は、令和元年度報告した累積調査対象者の予後と比較して概ね同水準で

あった。 
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研究協力者（順不同、敬称略）  

山村  卓  国立病院機構花巻病院  

坂本  蒼  同上  

木村早智子  同上 

白石  潤 国立病院機構北陸病院  

今泉仁志 同上  

岡島菜摘  同上  

中根  潤  国立病院機構下総精神医療

センター  

野崎昭子  同上  

鈴木寿臣  同上  

是木明宏  同上  

西岡直也  国立病院機構久里浜医療セ

ンター  

野村照幸  国立病院機構さいがた医療

センター  

藤崎直人  同上  

髙橋未央  国立病院機構小諸高原病院  

眞瀬垣実加  同上  

東  宏明  同上  

池田美穂子   同上  

山本哲裕  国立病院機構東尾張病院  

山下  健  国立病院機構榊原病院  

中谷紀子  国立病院機構やまと精神医

療センター  

渡邊大輔  国立病院機構肥前精神医療

センター  

中山朝尋  同上  

辻真理子  同上  

樋口善美  同上  

森田康正  同上  

砥上恭子  同上  

塚原宏恵  同上  

佐藤和弘  同上  

松山  快  国立病院機構菊池病院  

川上奈都希  国立病院機構琉球病院  

袰地  敬  同上   

須貝孝一  山形県立こころの医療セン

ター  

間中一至  茨城県立こころの医療セン  

ター  

寺門里美  同上  

宮田光博  同上  

島田達洋  栃木県立岡本台病院  

村嶌泰良  同上  

山田竜一  群馬県立精神医療センター  

三上智子  埼玉県立精神医療センター  

門野淳子  同上  

原田  誠  同上  

山形晃彦  同上  

荒川育子  東京都立松沢病院  

瀬底正有  神奈川県立精神医療センタ

ー  

山下  徹  山梨県立北病院  

埴原秋児  長野県立こころの医療セン

ター駒ケ根  

犬塚  伸  同上  

鵜澤正寛  同上  

福井將郎  同上  

足立順代  同上  

岸本道太  同上  

小林憲子  同上  

大橋  裕  静岡県立こころの医療セン

ター  

平澤克己  愛知県立精神医療センター  

粉川  進   同上  

高木  宏   同上  

羽渕知可子  同上  

山崎恭一   同上  

中岡健太郎  同上  

合澤  祐   同上  

安  成根   同上  

原野谷郁夫  同上  

辻  里花   同上  

柴崎守和  滋賀県立精神医療センター  

松村直樹  同上  

堀岡英紀  大阪精神医療センター  

森田優季  同上  
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梅本愛子  同上  

磯村信治  山口県立こころの医療セン

ター  

石津すぐる  岡山県精神科医療センタ

ー  

高尾  碧  島根県立こころの医療セン

ター  

安藤幸宏  長崎県精神医療センター  

瀧内小百合  同上  

田中一敏  鹿児島県立姶良病院  

山田悠至  国立精神・神経医療研究セ

ンター病院  

島田明裕  同上  

大町佳永  同上  

山下真吾  同上  

平林直次  同上  

 

Ａ．研究目的  

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下、医療観察法）」が施行され、15 年が

経過した。司法統計によると、この間に指

定入院医療機関を退院し、通院処遇に移行

した例は、 2,347 人と試算される 1)。  

医療観察法医療は、豊富な人的、物的資

源のもと、多職種協働による心理・社会的

療法、指定入院医療機関と地域関係者によ

るケア会議などが実践されている。  

本研究は、医療観察法入院処遇対象者の

退院後の予後を把握すること、退院後の予

後に影響を与える因子を検討することを目

的にしている。  

なお、本研究は国立精神・神経医療研究

センター倫理委員会より承認を得て実施し

ている（承認番号 B2020-031）。  

 

Ｂ．研究方法  

1. 調査対象  

対象は、平成 17 年 7 月 15 日から令和 2

年 7 月 15 日までの間に、協力施設の全国

31 の指定入院医療機関に入院処遇となっ

た対象者のうち、退院後、通院処遇が実施

され、かつ退院後の予後調査に同意の得ら

れた者である。各医療機関の研究協力者か

ら対象者に文書を用いて趣旨を説明し、本

人から文書にて同意を得た。  

 医療観察法医療が施行され 15 年が経過

し、この間、医療観察法医療体制も大きく

変化した。そこで令和 2 年度は、直近 5 年

間（平成 27 年 7 月 16 日～令和 2 年 7 月 15

日）に通院処遇に移行した対象者に限定し

て解析し、近年の予後の現状を明らかにす

ることを目指した。  

調査対象期間は、各対象者の退院日から

通院処遇終了日、あるいは令和 2 年 7 月 15

日のいずれか早い日までである。  

2. 調査項目  

1) 基本属性  

対象者の退院時年齢、性別、精神科主診断、

対象行為、退院日を調査した。精神科主診

断の分類には、国際疾病分類第 10 版(ICD-

10)を用いた。  

2) 退院後の予後  

・調査日（毎年 7 月 15 日時点）の処遇状況  

・通院処遇終了時の状況  

・再他害行為の有無と内容  

・自殺企図（未遂、既遂）有無と内容  

・通院処遇中の精神保健福祉法による入院

の形態、期間、理由  

3）社会生活状況  

・指定入院医療機関における退院前のアル

コール・薬物問題の認識の有無（以下、

対象行為前アルコール・薬物問題歴）  

・通院処遇期間中のアルコール・薬物摂取

の有無と内容                      

・居住形態（家族と同居、単身生活、グル

ープホームなど）  

・退院後利用した医療・社会福祉資源  
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・就労  

・生計  

3. 調査方法  

毎年 8 月頃、法務省保護局総務課精神保

健観察企画官室から全国の保護観察所に本

調査について周知していただいた。  

各指定入院医療機関において、対象者の

氏名を記入したアンケート用紙を用意し、

送付先の保護観察所ごとに封筒に入れ封を

し、国立精神・神経医療研究センター病院

（以下、当院）に送付した。当院で、保護

観察所名で分け直し、一括して全国の保護

観察所へ発送した。この方法により、対象

者の氏名が各指定入院医療機関以外の者の

目に触れることがないようにした。  

保護観察所において、社会復帰調整官

が、調査日時点の対象者の予後情報を記入

し、各指定入院医療機関に返送した。指定

入院医療機関、当院、保護観察所間の郵送

にはレターパック ®を使用した。  

各指定入院医療機関で、氏名等の個人情

報を削除して匿名化したうえで、対象者基

本属性情報および予後調査結果を記入した

電子ファイルを、パスワードを設定して当

院に送付し、当院にてデータ解析を行っ

た。  

4.データ解析  

再他害行為、自殺企図、医療観察法再入

院処遇、精神保健福祉法入院などの予後や

居住、就労などの社会生活状況について解

析を行った。解析には SPSS®を用いた。統

計上、p<0.05 を有意とした。  

令和 2 年度の報告では、直近 5 年間に通

院処遇に移行した対象者を通院処遇開始年

度で分類した（例： 2020 年度は 2019 年 7

月 16 日～2020 年 7 月 15 日）。  

 

Ｃ．研究結果  

1) 基本属性・転帰（表 1）  

平成 27 年 7 月 16 日～令和 2 年 7 月 15

日に通院処遇に移行した研究対象者は 651

名（男性 475 名、女性 176 名）であった。

平均年齢は男性 47.0 歳、女性 48.1 歳で、

いずれも 40 歳代後半をピークとしていた。 

令和 2 年 7 月 15 日時点で 323 名が処遇

終了しており、328 名が通院処遇継続中で

あった。通院処遇終了時には 80%以上の対

象者が精神保健福祉法による通院に移行し

ていた。通院処遇終了者の平均観察日数は

933 日であった。  

精神科主診断では、 F2（統合失調症、統

合失調症型障害および妄想性障害）が 518

名（79.6%）、F3（気分障害）が 73 名（11.2%）、

F1（精神作用物質使用による精神および行

動の障害）が 36 名（5.5%）の順で多かった。

また男性は F2 が有意に多く、女性は F3 が

有意に多かった。対象行為は、殺人 229 名

（35.2%）、傷害 225 名（34.6%）、放火 148

名（22.7%）の順で多かった。男性では「傷

害」と「強制性交等または強制わいせつ」

の割合が、女性では「殺人」と「放火」の

割合が有意に高かった。  

対象行為前アルコール・薬物問題歴を認

めた対象者は 190 名（ 29.2%）であった。ま

た通院処遇期間中のアルコールの有害な使

用・依存状態は 21 件（3.2％）、違法薬物の

有害な使用・依存状態は 10 件（1.5％）認

めた。  

2) 再他害行為（表 2、表 3）  

医療観察法による再入院の申立て要件と

なるような他害行為を「重大な再他害行為」

と定義すると、重大な再他害行為は 7 名 7

件認めた。「その他、上記に当たらない軽微

な他害行為（アンケート調査では他害行為

の欄に記入を認めないが、通院処遇期間中

の精神保健福祉法入院理由が「他害・迷惑

行為」の事例を含む）」は 15 名 25 件認め

た。「全ての再他害行為（重大＋その他）」
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は 21 名 32 件認めた。重大な再他害行為の

累積発生率は 1.3%/3 年であり、全ての再他

害行為の累積発生率は 4.1% /3 年であった。 

対象行為前アルコール・薬物問題歴あり

群は全ての再他害行為が有意に発生しやす

かった。  

3) 死亡・自殺企図（表 4、表 5、表 6）  

通院処遇期間中に、12 名（男性 8 名、女

性 4 名）が死亡していた。死因は自殺が最

多（5 名）であり、次いで病死（ 4 名）、事

故死（2 名）の順、累積死亡率は 2.8％/3 年

であった。通院処遇開始から死亡までの平

均観察期間は 501.0 日であった。  

自殺企図（未遂を含む）は、 13 名 13 件

に認められ、そのうち死亡（既遂）した者

は 5 名であった。自殺既遂の累積発生率は

1.0％/3 年、自殺企図の累積発生率は 2.7％

/3 年であった。自殺既遂者の平均観察期間

は 290.0 日であった。自殺企図行為を行っ

た 13 名中 6 名の精神科主診断が F3 であっ

た。  

5) 医療観察法による再入院（表 7）  

通院処遇期間中に医療観察法による再入

院処遇となった対象者は 15名（男性 14名、

女性 1 名）であった。再入院処遇となった

対 象 者 の 通 院 処 遇 開 始 時 の 平 均 年 齢 は

38.1 歳と若く、また 15 名中 9 名で対象行

為前アルコール・薬物問題歴を認めていた

（いずれ Cox 比例ハザード分析（単変量）

で有意差あり。）。  

6）  精神保健福祉法入院  (表 8、表 9、表

10) 

 通院処遇期間中、262 名（40.2%）が精神

保健福祉法による入院をしていた。累積入

院発生率は 33.4%/ 1 年、46.4% /3 年であ

った。調整入院（医療観察法入院処遇終了

と同時に精神保健福祉法入院）は 90 名

（13.8%）認めた。調整入院者の多くは通院

処遇開始後 1 年以内に退院し地域生活に移

行していたが（調整入院歴ありの通院処遇

終了者 40 名中 27 名）、7 名は通院処遇終了

時まで精神保健福祉法入院が継続されてい

た。  

通院処遇開始後 1 年間のうち、対象者が

精神保健福祉法入院していない平均期間は

316.6 日（ 86.7%）であった。地域生活開始

後 1 年間（調整入院群は調整入院からの退

院後 1 年間）のうち、精神保健福祉法入院

せずに生活していた平均日数（平均地域生

活日数）は 351.2 日（96.2%）であった  

地域生活開始後 1 年平均地域生活日数に

関連する因子を調べたところ、対象行為前

アルコール・薬物問題歴あり群は、問題歴

なし群と比較して有意に地域生活日数が短

か っ た （ 330.0 日 vs 345.8 日 , Mann-

Whitney U 検定）。  

7) 就労（表 11）  

対象者のうち 72 名（11.1%）が通院処遇

期間中に何らかの就労（短期のアルバイト

含む）を行っていた。  

8) 社会福祉・医療資源の利用（表 12）  

2019 年 7 月 16 日～ 2020 年 7 月 15 日に

通院処遇に移行した対象者 102 名のうち、

79 名（77.5％）が訪問看護サービスを利用

していた。また日中の活動場所として、病

院デイケア（48.0％）、就労継続支援施設 B

型（27.5％）などが利用されていた。  

 

Ｄ．考察  

1) 調査対象数  

 平成 27 年 7 月 16 日～令和 2 年 7 月 15

日の 5 年間で 651 名が新規の調査対象とな

っていた。直近の 2 年間は新規調査対象者

数が減少傾向であったが、医療観察法病棟

退院者減少の影響も推測された 1)。  

2) 再他害行為  

令和元年度の報告（調査開始時から全調

査対象者を対象とした解析）では、重大な
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再他害行為の累積発生率は 1.7％ /3 年、全

ての再他害行為の累積発生率は 5.9％/3 年

であり、重大な再他害行為に関しては、国

内外の類似先行研究と比較して低水準で推

移していることを報告した 2,3,4）。今年度の

結果（直近の 5 年間）は、昨年度の結果と

比較して、概ね同程度であった。  

3) 死亡・自殺企図  

 死亡、自殺企図、自殺既遂の発生率も昨

年度の報告と比較して概ね同水準であった。

F3（気分障害圏）が自殺企図者に占める割

合が比較的高かった。今後、気分障害圏の

対象者に対する退院後の抑うつの再燃や自

殺リスクにも配慮した医療を構築していく

必要があると考えられた。  

4) 精神保健福祉法入院  

 地域生活開始後 1 年間の平均地域生活日

数は一般精神医療における精神病床退院後

地域生活日数に関する研究の結果（ 316 日）

5)と比較して高い。一方で、調整入院期間も

含めた通院処遇開始後 1 年間の平均地域生

活日数は一般精神医療における精神病床退

院後地域生活日数と同程度である。また調

整入院群では一度も地域生活に移行せずに

処遇終了となるケースも確認されている。  

今後、調整入院群に関する詳しい調査と対

策が必要であると考えられた。  

5) 就労・社会資源の利用  

 令和 2 年度に通院処遇に移行した対象者

の就労率は 0％であった。このことからは、

通院処遇移行初期に就労するケースは極め

てまれであることが推測された。  

社会資源の利用に関する結果からは、通

院処遇移行対象者は、通院処遇移行初期は、

訪問看護を利用しながら日中の活動場所と

して病院デイケア、 B 型就労支援事業所、

地域活動支援センターなどに通所する生活

スタイルが典型的であると推測された。  

6）対象行為前アルコール・薬物問題歴あり

群  

 今回の解析では、いずれも単変量解析で

はあるが、対象行為前アルコール・薬物問

題歴あり群が、「すべての再他害行為」「医

療観察法病棟再入院処遇」の発生や、「地域

生活開始後 1 年間の平均地域生活日数」の

短さといった複数の結果との有意な関連が

見られた。一方で、通院処遇期間中のアル

コール・薬物の問題使用の発生率はそれほ

ど高くない。今後、対象行為前のアルコー

ル・薬物問題歴の存在自体が退院後の予後

に影響を与えるのかなど、詳しく調査して

いく必要があると考えられた。  

 

Ｅ．結論  

令和 2 年度は、31 の指定入院医療機関が

協働し予後調査を実施した。直近 5 年間の

新規調査対象者は 651 名であった。令和元

年度までの累積調査の結果と比較して、重

大な再他害行為の発生率、死亡、自殺企図

や精神保健福祉法入院など主要な予後の発

生率は概ね同水準であった。たがって、医

療観察法医療における通院処遇移行対象者

の予後は大きな変化なく推移していると考

えれられた。  

また今回の解析結果らは、気分障害圏の

対象者の自殺リスクに対する医療の構築や、

対象行為前のアルコール・薬物問題歴が予

後に与える影響のさらなる調査などが必要

性であると考えられた。  

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし  

 

Ｇ．研究発表  

1．論文発表   

 なし  

 

2．学会発表  
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